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介
護
保
険
の
申
請
か
ら
サ

ビ
ス
利
用
ま
で
の
流
れ
を
紹
介

し
ま
す

要
介
護
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要
支
援
認
定
者
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業
対
象
者

 
 

 要
介
護
認
定
の
申
請

　
介
護
保
険
サ

ビ
ス
を
利
用

す
る
と
き
に
は

市
の
窓
口
で

要
介
護
認
定
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
必
要
で
す

　
申
請
は

本
人
や
家
族
の
ほ

か
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

介
護

保
険
施
設
な
ど
に
よ
る
代
行
も

可
能
で
す

申
請
に
必
要
な
も
の

○
介
護
保
険
被
保
険
者
証

ピ

ン
ク
色

○
健
康
保
険
被
保
険
者
証

　

歳

　
歳
の
特
定
疾
病
に
該

当
す
る
人

2
 認
定
調
査
の
実
施

　
申
請
を
す
る
と

市
の
認
定

調
査
員
が
訪
問
し

心
身
の
状

態
に
関
し
て
本
人
や
家
族
に
聞

き
取
り
調
査
を
行
い
ま
す

　
ま
た

か
か
り
つ
け
の
医
師

に
病
気
や
心
身
の
状
態
に
関
す

る
主
治
医
意
見
書
の
作
成
を
市

か
ら
依
頼
し
ま
す

3
 審
査
・
判
定

　
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
専
門

家
で
構
成
す
る
介
護
認
定
審
査

会
で

認
定
調
査
結
果
と
主
治

医
意
見
書
を
も
と
に
ど
れ
く
ら

い
介
護
が
必
要
か
審
査
・
判
定

を
行
い
ま
す

4
 認
定
結
果
の
通
知

　
介
護
保
険
の
対
象
と
な
ら
な

い

非
該
当

予
防
的
な
対

策
が
必
要
な

要
支
援

介
護
が
必
要
な

要
介

護

の
区
分
に
分
け
て

認
定
さ
れ

認
定
結
果
通
知
書

と
介
護
保
険
被
保
険
者
証
が
届

き
ま
す

5
 サ

ビ
ス
計
画
の
作
成

　
要
支
援

と
認
定

さ
れ
た
人
は

介
護
予
防
サ

ビ
ス
計
画

予
防
プ
ラ
ン

の

作
成
を
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ

に
依
頼
し
ま
す

　
要
介
護

と
認
定

さ
れ
た
人
は
在
宅
サ

ビ
ス
を

利
用
す
る
場
合

介
護
サ

ビ

ス
計
画

ケ
ア
プ
ラ
ン

の
作

成
を
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に

依
頼
し
ま
す

施
設
サ

ビ
ス

を
利
用
す
る
場
合
は
施
設
に
直

接
申
し
込
み
を
行
い
ま
す

6
 介
護
サ

ビ
ス
の
利
用

　
介
護
サ

ビ
ス
計
画
に
沿

て
サ

ビ
ス
を
利
用
し
ま
す

利
用
者
は
費
用
の

割
ま
た
は

割
を
負
担
し
ま
す

利
用
料

が
高
額
に
な

た
と
き
に
は
利

用
者
に
払
い
戻
さ
れ
る
場
合
も

あ
り
ま
す

7
 更
新
申
請

　
認
定
に
は
有
効
期
間
が
あ
り

ま
す

有
効
期
間
満
了
日
の
　

日
前
か
ら
更
新
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す

 市
の
介
護
予
防
事
業

　
総
合
事
業
の
サ

ビ
ス

ホ

ム
ヘ
ル
プ
サ

ビ
ス
・

デ
イ
サ

ビ
ス
な
ど

の
み
希

望
す
る
場
合
は

認
定
申
請
を

せ
ず

市
役
所
ま
た
は
支
所
で

基
本
チ

ク
リ
ス
ト
に
よ
り

認
定
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま

す　
基
本
チ

ク
リ
ス
ト
と
は

生
活
機
能
に
関
し
て
　
項
目
で

答
え
て
も
ら
う
質
問
票
で
す

　
こ
れ
に
よ
り
生
活
機
能
低
下

が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は

事
業
対
象
者

と
し
て
認
定

さ
れ

総
合
事
業
の
サ

ビ
ス

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　
た
だ
し

事
業
対
象
者
と
し

て
総
合
事
業
の
サ

ビ
ス
を
利

用
す
る
場
合

要
支
援

相
当

の
サ

ビ
ス
と
な
り
ま
す

介護保険サービスの利用

問い合わせ　高齢介護課緯運

講　師講座内容ところと　き回
山口市阿知須地区社会福祉
協議会事務局長
山本貴広さん

住民主体の見守り活動（予定）市民活動センター月 日㈯
： ～ ：

市役所福祉総務課
倉田忍さん

地域の個性や情報を見える化して
みよう！大野図書館 階月 日㈯

： ～ ：
広島市瀬野川・船越地域包
括支援センター
センター長　福本容子さん
保健師　大野敬子さん

私たちのまちのつながり～瀬野
川・船越地域包括支援センターの
場合～

市民活動センター月 日㈯
： ～ ：

周南市社会福祉協議会
地域福祉係長
山本多恵さん

他地域訪問研修山口県周南市月下旬（調整中）

生活・介護支援サポーター
フォローアップ研修

問い合わせ　地域包括支援センター緯運 鯖雲

安心して暮らし続けられる地域づくりのために

　ちょっとした生活上の困りごと
にも気軽に手を貸し合える地域づ
くりを一緒に学びませんか。

定　員　各 人程度
受講料　第 回から第 回無料
申込方法　地域包括支援センター
まで電話またはファクスで
申込締切　 月 日

広報はつかいち平成 年 月号

浄化槽の維持管理

問い合わせ　廃棄物対策課緯運

　
　
月

日
は

浄
化
槽
の
日

で
す

　
こ
れ
は
昭
和
　
年
の
こ
の
日
に
浄
化

槽
法
が
全
面
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
ち
な

み
ま
す
　

　
浄
化
槽
法
で
は

浄
化
槽
を
適
正
に

維
持
管
理
し

き
れ
い
な
水
環
境
を
保

全
し
て
い
く
た
め

保
守
点
検

清
掃

法
定
検
査
の

項
目
の
実
施
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す

保
守
点
検

　
機
械
や
配
管
の
点
検
・
補
修
や
消
毒

剤
の
補
充
を
行
い
ま
す

清
　
掃

　
浄
化
槽
内
に
溜
ま

た
汚
泥
を
引
き

抜
き

装
置
内
を
洗
浄
し
ま
す

法
定
検
査

　
浄
化
槽
の
使
用
開
始
か
ら

カ

月
の
間
に

回
と

そ
の
後
は

年
に

回

広
島
県
が
指
定
し
た
検
査
機
関

が
実
施
す
る
定
期
検
査
を
受
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん

　
法
定
検
査
で
は

外
観
検
査

水
質

検
査

書
類
検
査
を
行
い

機
能
が
正

常
に
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判

断
し
ま
す

　
ま
た

保
守
点
検
ま
た
は
清
掃
を
実

施
し
た
と
き
に

業
者
か
ら
受
け
取

た
保
守
点
検
記
録
と
清
掃
記
録
票
は

年
間
保
管
し
て
く
だ
さ
い

　
自
宅
の
浄
化
槽
が
き
ち
ん
と
機
能
し

て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
に
も

必

ず
法
定
検
査
を
受
け
ま
し

う

毎年 回行う定期検査（ 条検査）の区分、料金および検査機関

指定検査機関・連絡先検査項目
検査料金

人槽区分 浄化槽
（合併処理）

みなし浄化槽
（単独処理）

（公社）広島県浄化槽維持管理協会
緯 ( )

項目
（外観検査
を軽減）

, 円, 円人槽以下
（効率化検査）

（公社）広島県環境保全センター
緯 ( )

項目
（国が示す項
目すべて）

, 円～
, 円

, 円～
, 円

人槽以上
（ガイドライン検査）

※みなし浄化槽（単独処理）：し尿のみを処理する浄化槽（平成 年 月以降、新設は禁止）
※浄化槽（合併処理）：し尿と台所などの生活雑排水を併せて処理する浄化槽
※ 人槽以上の浄化槽には、効率化検査はなくガイドライン検査のみです。また、人槽により検査料金が異
なりますので、詳しくは、広島県環境保全センターに問い合わせてください

　屋外でごみを燃やす行為は、法律で禁止されて
います。
　農業や祭事など、一部限定的に認められている
場合でも、煙や悪臭、灰などで周囲の人に迷惑を
掛けないように注意してください。
　また、ビニール、プラスチックなどのごみを
一緒に燃やすことは禁止されています。
　野焼きを見掛けたら、市役所または近くの支所
に連絡してください。

野焼きは禁止
　次の点に気を付けて土地を適正に管理しましょう。
陰自分が所有する空き地の雑草などを刈り取り、
清潔に保ちましょう。（貸す場合も適正管理
を依頼）

隠自分が所有する空き地には、柵や立ち入り禁
止看板などを設置して、むやみに他人が入れ
ないようにしましょう。

　不法投棄を目撃したら、警察に連絡するなど
「不法投棄を許さない」意識を持ちましょう。

不法投棄をさせない環境づくり

家庭ごみの
ごみ置場への持ち出し時間
　家庭ごみは正しく分別し、各地域で決められた
収集日の次の時間までに、ごみ置場へ持ち出すよ
うにしてください。
廿日市・大野・宮島地域　 時 分
佐伯・吉和地域　 時
※前夜からごみを持ち出す行為は、周辺住民へ
の迷惑となりますので遠慮してください

　ごみを適正に処理し、減量化・資源化を促進す
るために、出前講座を開催します。
とき・ところ
　 月 日 　 ： ～　佐方市民センター
　 月 日 　 ： ～　さいき文化センター
受講料　無料
定　員　 ～ 人程度（申し込み不要）

ごみに関する出前講座

緯運廃棄物対策課問い合わせ
ごみに関するお知らせ


